
平成30年度 横浜市精神保健福祉審議会 

第１回 依存症対策検討部会 
 

日時：平成31年１月22日（火）  

午後７時～午後９時（予定） 

会場：横浜市開港記念会館９号会議室 

 

≪次 第≫ 

 

１ 開会 

２ 健康福祉局障害福祉部長挨拶 

３ 議題 

（１）部会長及び副部会長の選出（資料１） 

 

（２）今後の横浜市の依存症対策について（資料２・３） 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

 

【配 付 資 料】 

資料１ 横浜市精神保健福祉審議会条例・運営要領 

 資料２ 依存症対策検討部会での検討事項 

 資料３ 依存症対策検討部会での検討事項・論点 

 松﨑委員提供資料 久里浜医療センター概要 等 
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○横浜市精神保健福祉審議会条例

平成 8 年 3 月 28 日  

条例第 12 号  

横浜市精神保健福祉審議会条例をここに公布する。

横浜市精神保健福祉審議会条例  

(設置 ) 

第 1 条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律

第 123 号 )第 9 条第 1 項の規定に基づき、横浜市精神保健福祉審議会

(以下「審議会」という。 )を設置する。  

(平 18 条例 8・全改 ) 

(組織 ) 

第 2 条  審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。  

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立及び社会経済活動へ

の参加の促進を図るための事業に従事する者  

3 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨

時委員若干人を置くことができる。  

4 臨時委員は、当該特別の事項に関係のある者のうちから市長が任命

する。  

(平 18 条例 8・追加 ) 

(委員の任期 ) 

第 3 条  委員の任期は、3 年とする。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

2 委員は、再任されることができる。  

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したと

きまでとする。  

(平 18 条例 8・追加 ) 

(会長及び副会長 ) 

第 4 条  審議会に、会長及び副会長 1 人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。  

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。  

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠け

たときは、その職務を代理する。

(平 18 条例 8・旧第 2 条繰下 ) 

資料 1 
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(会議 ) 

第 5 条  審議会の会議は、会長が招集する。  

2 審議会の会議は、委員 (特別の事項を調査審議する場合にあっては、

そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以

上の出席がなければ開くことができない。  

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。  

(平 18 条例 8・旧第 3 条繰下 ) 

(分科会 ) 

第 6 条  審議会に、分科会を置くことができる。

2 分科会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。  

3 分科会に、分科会長を置き、分科会長は、分科会の委員の互選によ

って定める。  

(平 23 条例 50・追加 ) 

(部会 ) 

第 7 条  審議会に、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから、会長が指名する。  

3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定め

る。  

(平 18 条例 8・旧第 5 条繰下、平 23 条例 50・旧第 6 条繰下 ) 

(幹事 ) 

第 8 条  審議会に、幹事を置く。  

2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。  

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐す

る。  

(平 18 条例 8・旧第 6 条繰下、平 23 条例 50・旧第 7 条繰下 ) 

(庶務 ) 

第 9 条  審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。  

(平 17 条例 117・一部改正、平 18 条例 8・旧第 7 条繰下、平 23 条例

50・旧第 8 条繰下 ) 

(委任 ) 

第 10 条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な

事項は、会長が審議会に諮って定める。  

(平 18 条例 8・旧第 8 条繰下、平 23 条例 50・旧第 9 条繰下 ) 

附  則  

(施行期日 ) 
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1 この条例は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置 ) 

2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。

附  則 (平成 17 年 12 月条例第 117 号 )抄  

(施行期日 ) 

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成 18 年 2 月規則第 9 号により同年 4 月 1 日から施行 ) 

附  則 (平成 18 年 2 月条例第 8 号 ) 

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置 ) 

2 この条例の施行の日 (以下「施行日」という。)において、障害者自

立支援法 (平成 17 年法律第 123 号 )附則第 45 条の規定による改正前

の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和 25 年法律第 123

号 )第 10 条第 3 項の規定により横浜市精神保健福祉審議会の委員 (以

下「委員」という。)に任命されている者は、この条例による改正後

の横浜市精神保健福祉審議会条例第 2 条第 2 項の規定により任命さ

れた委員とみなす。  

3 施行日において、委員に任命されている者に係る任期は、平成 20

年 3 月 31 日までとする。  

附  則 (平成 23 年 12 月条例第 50 号 )抄

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
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横浜市精神保健福祉審議会運営要領

最近改正 平成 25 年４月 15 日健障企第 726 号（局長決裁） 
（目的）

第１条 この要領は、横浜市精神保健福祉審議会条例（平成８年３月横浜市条例第 12 号。 

以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、横浜市精神保健福祉審議会（以下「審議

会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（議事日程）

第２条 審議会の会長（以下「会長」という。）は、審議会の議事日程を定め、あらかじめ

審議会の委員（以下「委員」という。）に通知するものとする。ただし、急を要する場合

は、この限りでない。

２ 会長が必要と認めるとき、又は委員からの発議があったときは、会長は、会議に諮り、

討議を行わないで、議事日程を変更することができる。

（開会等）

第３条 審議会の開会、閉会、中止等は、会長がこれを宣告する。

２ 会長は、開会の宣告後、会議の定足数を確認するものとする。

３ 会長は、委員の出席数が定数に満たないとき、又は会議中出席者数が定足数を欠けた 

ときは、延会又は休憩を宣告するものとする。

（議事の運営）

第４条 議事の運営は、前回の会議録の承認、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序に 

よる。ただし、会長が必要と認める場合は、この限りでない。

（発言及び採決）

第５条 会議において発言しようとする者は、会長を呼び、会長の許可を得た上、簡潔に、

かつ議題に即して発言するものとする。

２ 会長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議に諮り、討議を行わな 

いで、これを決定するものとする。

３ 会長は、採決するときは、その旨を宣告するものとする。

（会議録）

第６条 審議会は、会議録を作成するときは、次の事項を記録するものとする。

  ( 1 ) 開会及び閉会に関する事項並びに開催年月日時

  ( 2 ) 出席委員及び欠席委員の氏名

  ( 3 ) 議事日程等

  ( 4 ) 議案に関する議事及び議決の状況

  ( 5 ) 議案及び関係資料

  ( 6 ) その他審議会が必要と認める事項

２ 前項の場合において、会議録は、審議経過、結論等が明確となるよう作成し、審議会 

の会議において確認を得るものとする。ただし、非公開の会議に係る会議録の確認を得

る場合、又は次回の会議開催まで１か月以上を要する場合は、各委員への持ち回り又は

会長があらかじめ指名した者により、確認を得るものとすることができる。

（分科会）

第７条 条例第６条の規定に基づき設置する分科会に副分科会長を置くことができる。副
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分科会長は分科会の委員の互選により定める。 

２ 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けた 

ときは、その職務を代行する。 

３ 条例第６条第２項により会長が指名する分科会の委員には、条例第２条第２項第２号に 

規定する者のうちから、分科会に必要な精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 18 

条に定める精神保健指定医の資格を有するものを含めることが望ましい。 

４ 分科会には、分科会委員のほかに外部委員を置くことができる。 

（分科会の開催） 

第８条 条例第６条第３項の規定に基づき選ばれた分科会長は、分科会の会務を総括する。 

２ 分科会の議事は、分科会の議決をもって決する。 

３ 分科会の議事内容は、分科会長が障害企画課長に報告する。また、障害企画課長は、分 

科会長から報告を受けた内容を審議会において報告する。 

（部会） 

第９条 条例第７条の規定に基づき設置する部会に副部会長を置くことができる。副部会

長は部会の委員の互選により定める。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、 

その職務を代行する。 

３ 部会には、会長の指名により部会委員以外のものを出席させ、意見を求めることができ 

る。 

（部会の開催） 

第 10条 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集し、その議長となる。 

２ 部会の会議は、部会の委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。 

３ 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところ

による。 

４ 部会の議事内容は、部会長が障害企画課長に報告する。また、障害企画課長は、部会

長から報告を受けた内容を審議会において報告する。 

 （会議の公開） 

第 11条 審議会の会議は、公開とする。 

２ 審議会の会議の傍聴を希望する者は、会議の受付で氏名及び住所を記入し、係員の指 

示により、傍聴席に入るものとする。 

３ 傍聴定員は、申し込み先着順とする。 

 （会議資料の配付） 

第 12 条 審議会の会議を公開するときは、会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。） 

に会議資料を配付する。この場合において、傍聴者に配付する会議資料の範囲は、会長

が定める。 

 （秩序の維持） 

第 13条 傍聴者は、会場の指定された場所に着席するものとする。  

２ 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、会 

長が許可した場合は、この限りでない。 

３ 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他会長が会議の運営に支障がある  

と認める者は、会場に立ち入ってはならない。 
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 （会場からの退去） 

第 14条 会長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等、会議の運営に支障となる行為をする 

ときは、当該傍聴者に会議の運営に協力するよう求めるものとする。この場合において、

会長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じることができる。 

 （会議の非公開） 

第 15 条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜市条例第１号） 

第 31条ただし書の規定により会議を非公開とするときは、会長は、その旨を宣告するも

のとする。 

２ 会長は、委員の発議により会議を非公開とするときは、各委員の意見を求めるものと 

する。 

３ 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、会長は、その指定 

する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。 

 （幹事） 

第 16条 条例第８条に定める幹事は、健康福祉局障害福祉部長が行う。  

 （庶務） 

第 17条 審議会の運営に必要な事務は、健康福祉局障害福祉部障害企画課において処理す

る。 

 （委任） 

第 18条 条例及びこの要領に定めるもののほか、審議会、分科会及び部会の運営に関 
し必要な事項は、それぞれの会の議決を経て、それぞれの長が定める。 

 

   附 則 

１ この要領は、平成８年４月 15日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成 12年 11月 29日から施行する。 

      附 則 

１  この要領は、平成 14年４月１日から施行する。 

      附 則 

１ この要領は、平成 15年３月 15日から施行する。 

   附 則 

１ この要領は、平成 18年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成 19年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成 25年４月 15日から施行し、平成 24年４月１日から適用する。 
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１ 設置趣旨 
 
 
 
 
 
 
 
２ 本部会で検討内容 
 
 
 
 
 
 
 

  ギャンブル等依存症対策基本法が成立し、アルコール健康障害対策基本法や、依存症対策の相談支援や医療体制の方向性を国が示した依存症総合対策支援事業などを踏まえた対策の強化が求められています。 
本市でも、平成 30年 10月に確定した中期４か年計画の主な施策にも「依存症対策」を掲げ、身近な場所での相談の強化に向けた「依存症相談拠点」の設置を打ち出しています。 

  こうした状況を踏まえ、今後の本市の依存症相談拠点をこころの健康相談センターへ設置するにあたり、民間団体や関係機関との十分な連携体制の構築や依存症当事者支援に向けて新たに推進すべき対策などについて検討

を進めるため、横浜市精神保健福祉審議会の下部組織として、本部会を設置したものです。 

検討部会の論点 

横浜市の「依存症相談拠点」として新たな取組に向けむけて

検討すべき課題 

●横浜市の依存症者に対する医療と回復支援の現状について 

●回復支援に向けた民間団体との連携、その現状 

 全国的な依存症者の実態が把握しにくい中、法整備・依存症対策総合支援事業など国の動きに

対応するとともに、本市の状況を踏まえ、横浜型の対策を構築する必要があります。 

 この推進に向けた土台として、依存症相談拠点を「こころの健康相談センター（横浜市精神保

健福祉センター）」に設置するにあたり、この拠点として必要な機能や事業について検討します。 

依存症相談拠点 
 アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症に関する相談の
拠点設けるに当たっては、次の点に留意すること。 
（ア）関係機関と連携し対応するため、依存症相談員を配置すること。 
（イ）アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症の依存症関

連問題に関する相談窓口であることを明示し、周知すること。 
（ウ）民間団体を含む関係機関と十分な連携をとる体制ができていること。 

国が示す依存症対策 国事業メニューと本市の取組状況 

 
H30.10.24社会保障審議会障害者部会資料より 

今後、実施に向けた検討が必要な国・依存症対策総合支援事業要綱での各事業内容（各国要綱より抜粋） 

市域で対応を要する対策 

依存症相談員の配置＝依存症相談の実施 

 こころの健康相談センターで「依存症専門相談」を 
実施（H29.5 月～） 

 

普及啓発 

 広報よこはまへの特集記事の掲載 
 講演会の開催 

 

関係機関との連携 

 個々のケース支援による連携はあるが、「連携会議」

などの開催等による組織単位での「連携」は未実施。 
 

 

治療回復プログラムの実施 

 こころの健康相談センターで、回復プログラムを 
実施（H29 年度～、WAI―Y） 

 

 

家族支援＝依存症専門相談、家族教室の実施 

家族からの個別相談に対応するほか、こころの健康

相談センター等で家族教室を実施。 
 

 

自助グループ等民間団体（地域） 

＝民間団体が実施する事業への支援（補助含む） 

 国が示す「依存症対策」としての民間団体への 
 事業補助は未実施 

 

H31 年度以降の本市の取組 

 

目 的：依存症患者等に対する包括的な支援の実施に向けた 
①関係団体の密接な連携 

②地域における依存症に関する情報や課題の共有 

③研修計画の調整等 

参加者：行政や医療、福祉、司法を含めた関係機関 
開催主体：都道府県等が指定する機関（精神保健福祉センター等） 
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目的：当事者が健康的な生活を営むことができるよう、その改善に取り組む民

間団体の活動を支援する。 

対象：当事者やその家族により構成され、代表者を決めていない共同体も含む。 

事業内容：ミーティング活動・情報提供・普及啓発活動・相談活動 
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＝依存症専門相談、家族教室の実施 
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横浜市の依存症者の状況の把握における課題 

依存症者数 
○依存症者数は、国においても推計値しか示されていない。 

○病気の特性からも、実数が把握しにくい。 

施設利用者数（支援者数） 

○依存症支援を掲げる回復施設の多くは、概ねの利用者数は把握でき

る。施設によっては「利用者の減少」を感じている所もある。 

○生活支援センターやケアプラザなどの施設でも、利用者の中で依存状

態による支援の困難な利用者の話を聞くこともあるが、市全体として

の把握はできていない。 

医療機関 

○国統計などから、精神科の依存症の受診者数は把握できるようになっ

てきているが、「その人数＝治療を要する人の全数」とは、言い切れな

い。 

その他 
○依存症者の実態が把握できていないことから、依存症に至った経路が

見えず、的を絞った普及啓発やアプローチがしにくい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

支援項目 民間団体（回復施設・自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 行政 今後の方策 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ活動 

○朝から夜まで、様々な時間や場所で開

催しており、回復者がそれぞれの生活ス

タイルに合わせた参加が可能 

○ミーティングのみの開催は行って

いない 

 

情報提供 
○回復者が経験による情報提供ができる 
○経験した情報が中心となる場合がある ○様々な支援制度情報の提供が可能 

 

普及啓発 

○リカバリーパレードなど、自由な発想

のＰＲが可能 
○各団体の知識や考え方が反映される場

合がある 

○公的な情報として信頼度が高い 

 

相談 
○経験に基づき相談者に寄り添った相談

ができる 
○公的機関が対応するため安心感が

ある 
 

 

回復施設へのヒアリング（まとめ） 

横浜市の「依存症相談拠点」として新たな取組に向け検討すべき課題 
 

横浜市の依存症者に対する医療と回復支援の現状について 

横浜市の「依存症相談拠点」として新たに取組に向け検討すべき課題 
 

回復支援に向けた民間団体との連携、その現状 

市や区役所の職員、社会福祉施設等の職員や、弁護士や
司法書士など、依存症者への対応を行っている関係者の
中でも、知識の不足を感じることがある。 
 

○利用者が減少してきていると感じている 
○各施設が主な対象としている依存対象（アルコール、
薬物、ギャンブル等）以外も重なるクロスアディクショ
ンに加え、発達障害、知的障害、精神疾患、認知症などが
重複した利用者が増えてきている感覚があり、支援ニー
ズの幅を広がってきていると感じている。 

従来、ミーティング（午前・午後・夜間の３回）を基本とす
る団体が多いが、障害者総合支援法等のサービス事業所等へ
移行するなどで、支援が制度の枠内での対応となり、毎日通
所など、これまで団体が掲げてきた支援方針や概念と相違す
る場合がある。 

○回復支援施設以外での関係団体や施設（行政、社
会福祉施設、業界団体等）への依存症の理解の促進。 
 

○利用者には、「依存症」以外の課題も抱える方が増
えてきていると考えられ、そうした個々の課題にも
対応できるよう、市内の利用者傾向情報の収集、共
有化などの支援策の検討が必要。 

○総合支援法等の現状の制度に関わらない、団体が必
要な支援等が行える環境づくり。 
 

依存症専門相談の傾向 

■相談者の傾向 
 多くが家族だが、ギャンブル等は本人からも見られる 
 インターネットの掲載情報で相談に繋がる 
 団体や医療機関から紹介されることは少ない 
■支援の繋ぎ先 
 約半数が面接の継続による課題の整理を進めている 
 ここセンの回復プログラムへの参加 
 一部、医療機関や自助グループを紹介 
 
【ここセンの依存症専門相談の状況】 

○入口としての役割が中心。今後は、相談者を適切な支

援に繋げるための仕組み・連携方法の構築が必要。 

○横浜市の依存症者推計数 （国推計値を基にした、本市の依存症者数（推計値）） 
 アルコール  全国 109 万人  横浜市 2.4 万人 （平成 24 年人口数で換算） 
 薬物     全国 189 万人  横浜市 5.7 万人 （平成 27 年人口数×2.4％） 
 ギャンブル  全国  71 万人   横浜市 2.1 万人 （平成 29 年人口数×0.8％） 
※過去１年間にギャンブル等依存が疑われる人 

○民間（回復支援団体）の状況 

こころの健康 

相談センター 

○横浜市内の回復施設利用者数（平成 29 年２月～平成 30 年１月集計） 

12 施設（地域活動支援センター：７施設、福祉サービス事業所：５施設） 利用者実人数 311 人 

○近年の依存症患者数の推移（平成 28 年度） ※平成 28 年度精神保健福祉資料(国立精研センター)より 

 アルコール全国(外来) 95,579 人 (入院) 25,606 人  横浜市(外来)       3,088 人 (入院)      348 人 
 薬物   全国(外来)  6,458 人 (入院), 1,431 人  横浜市(外来)       365 人 (入院) ※26～44 人 
 ギャンブ 全国(外来)  2,929 人 (入院) ,  261 人  横浜市(外来) ※417～426 人 (入院)  ※0～27 人 

                                    ※マークの人数は 10 人未満を含む合算値 

○回復支援施設の運営 
 
 平成 28 年度調査時点では、市内の回復支援団体は 10 団体。その後も、市内へ事務所を新設する団体が

あるなど、現時点でも市内の回復施設は増えていく傾向にある。  
 市内の回復施設を持つ 10 団体のうち、８団体は、（横浜市地域活動支援センター精神障害者地域作業所

型運営費等補助金）など障害支援に関する本市補助金等を活用し、施設運営にあたっている。 

○回復民間団体（回復支援団体や自助グループ、家族会等）での普及啓発等の活動状況 
 
平成 29 年度で、市内で活動する時点では、回復支援団体や自助グループ、家族会等が開催した講演会や

研修会、イベントなどの普及啓発等の活動は、年度内で計 45 件が確認されている。 

【普及啓発等の開催内容の内訳】 
  回復支援団体 自助グループ 家族会 その他 
講演会・研修会・勉強会 28 回 9 回 6 回 1 回 

イベント － － － 1 回 
計 28 回 9 回 6 回 2 回 

  ※回復支援団体が連携して開催する勉強会なども含む 

資 料 ３ 






	次第
	委員名簿
	資料１　横浜市精神保健福祉審議会条例・運営要領
	横浜市精神保健福祉審議会条例
	横浜市精神保健福祉審議会運営要領

	資料２　依存症対策検討部会での検討事項
	資料３　依存症対策検討部会での検討事項・論点
	松﨑委員提供資料　久里浜医療センター概要 等



